
か
ん
ば
つ

大
風
雨
・
洪
水
・
旱
魃
・
虫
害
な
ど
の
飢
餓
や
災
害
の
た
め
、
領
産
米
が

ふ
っ
て
い

払
底
し
た
と
き
は
、
藩
は
他
所
米
や
大
豆
・
雑
穀
の
買
い
入
れ
を
行
っ

た
。「

日
帳
」
の
寛
永
三
年
七
月
九
日
の
条
に
、

一
、
下
ノ
関
に
て
御
買
米
四
百
石
こ
れ
あ
る
由
、
舟
瀬
里
兵
衛
申
来
候
に
付
、
四
百

石
共
に
当
津
へ
廻
候
へ
と
申
付
候
事
。

と
あ
り
、
同
年
七
月
十
三
日
の
条
に
、

一
、
下
ノ
関
よ
り
御
米
百
七
十
石
買
調
、
積
買
候
由
、
桃
田
助
右
衛
門
・
舟
瀬
忠
三

郎
両
人
申
来
候
事
。

と
あ
る
。
寛
永
三
年
七
月
、
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
細
川
藩
は
、
七
月
九
日

に
四
〇
〇
石
、
同
十
三
日
に
は
一
七
〇
石
の
米
を
下
関
で
買
い
付
け
て
い

る
。
そ
し
て
「
日
帳
」
の
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
五
月
十
三
日
の
条
に

よ
る
と
、
藩
は
、
米
価
が
安
値
で
取
引
き
さ
れ
て
い
る
北
国
へ
舟
瀬
里
兵

つ
か

衛
を
遣
わ
し
、
米
の
買
い
付
け
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

二

小
笠
原
藩
時
代
の
生
産
と
流
通

一

年
貢
米
の
納
入
と
米
穀
の
流
通

は
ん

こ

年
貢
米
の
藩
庫
納
入

小
笠
原
小
倉
藩
六
郡
の
う
ち
、
田
川
郡
の
年
貢

ほ
し
い

た
か
は
ら

米
は
、
赤
池
・
糒
・
高
原
・
採
銅
所
・
新
所
・

ご
う
ぐ
ら

糸
・
油
須
原
の
郷
蔵
に
、
勝
山
町
域
を
は
じ
め
、
京
都
郡
は
行
事
蔵
、
仲

け
ん
ど
く

く
つ

お

津
郡
は
大
橋
蔵
（
国
作
・
惣
社
・
国
分
・
彦
徳
村
・
豊
津
町
）
と
沓
尾
蔵
（
田

あ
ざ

み

あ
り
ひ
さ

し
も
ば
る

か
み
さ
か

か
ん
ば
る

中
・
徳
永
・
呰
見
・
有
久
・
徳
政
・
下
原
・
綾
野
・
上
坂
・
吉
岡
・
上
原
・

み
つ
ど
み

せ
つ
ま
る

し
い

だ

は
ち

や

光
冨
・
節
丸
村
）、
築
城
郡
は
椎
田
蔵
、
上
毛
郡
・
新
田
藩
は
八
屋
蔵
と

う
の
し
ま

宇
島
蔵
に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
っ
た
ん
収
納
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
船
や
人
馬
で
小

お
も
て
ぐ
ら

は
ね
ば
し
ぐ
ら

き

く

倉
城
内
の
表
蔵
（
刎
橋
蔵
）
に
回
漕
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
企
救
郡
の
年
貢

米
は
本
蔵
（
刎
橋
蔵
）
に
直
送
さ
れ
た
。

村
か
ら
郷
蔵
ま
で
の
搬
入
は
、
五
里
（
約
二
〇
�
）
以
内
は
百
姓
の
自

前
、
五
里
以
上
遠
方
の
分
は
藩
よ
り
駄
賃
が
出
た
が
、
該
当
し
た
村
は
田

川
郡
の
、
そ
れ
も
一
部
の
村
だ
け
で
あ
っ
た
。

ぎ
ょ
う

じ

図
５
―
３
は
、
幕
末
・
維
新
期
の
作
成
と
思
わ
れ
る
「
行
事
・
大
橋
・

宮
市
村
絵
図
」（
行
橋
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
の
復
原
図
で
あ
る
。
現
在
の

行
橋
市
の
中
心
部
を
描
い
た
こ
の
絵
図
に
は
、
当
時
の
町
並
み
と
、
一
軒

一
軒
の
家
の
名
前
が
、
そ
の
屋
敷
の
大
小
ま
で
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に

手
書
き
さ
れ
て
い
る
。

行
事
川
（
現
在
の
長
峡
川
）
河
口
の
大
橋
側
に
は
、
河
岸
に
、
長
井
手

永
や
国
作
手
永
な
ど
の
仲
津
郡
の
年
貢
米
の
一
部
を
い
っ
た
ん
収
納
す
る

「
御
蔵
所
」（
郷
蔵
）
と
「
牢
屋
」
が
あ
り
、
少
し
離
れ
て
「
節
丸
手
永

宿
」、
も
う
少
し
離
れ
て
「
国
作
治
左
衛
門
役
宅
」（
国
作
手
永
大
庄
屋
役

宅
）、「
長
井
手
永
宿
」
が
あ
る
。

一
方
、
行
事
川
河
口
の
行
事
側
に
は
、
や
は
り
河
岸
に
、
京
都
郡
の
年

貢
米
を
い
っ
た
ん
収
納
し
た
「
御
蔵
所
」
（
郷
蔵
）
と
「
牢
屋
」
が
あ
り
、

あ
ら

つ

の
ぶ

そ
の
近
く
に
「
黒
田
手
永
宿
」・「
久
保
手
永
宿
」・「
新
津
手
永
宿
」・「
延

な
が永
手
永
宿
」
な
ど
京
都
郡
の
四
手
永
宿
が
軒
を
並
べ
て
い
る
。
少
し
離
れ

て
河
岸
に
「
御
郡
屋
」
が
あ
り
、
行
事
浦
川
橋
の
近
く
に
「
社
倉
蔵
」
が
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東 

北
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田 
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沼
 

沼
 

避
難
所 

御
蔵
所 牢

屋
牢
屋 

牢
屋 

国
作
治
左
衛
門 

役
宅 

長
井
手

長
井
手 

永
宿
永
宿 

長
井
手 

永
宿 

節丸手 節丸手 

永宿 永宿 

節丸手 

永宿 

水
車 

水
車 

水
神
社 

禅
興
寺
 
浄
蓮
寺
 

禅
興
寺
 
浄
蓮
寺
 

旧縁寺 

安
楽
寺

安
楽
寺 

安
楽
寺 

宮
市
村 

正八幡社 

社倉蔵 

御
郡
屋
 

御
郡
屋
 

行 

事 

川 

黒
田
手 

永
宿
永
宿 

久
保
手

久
保
手 

永
宿
永
宿 

新
津
手

新
津
手 

永
宿
永
宿 

延
永
手

延
永
手 

永
宿
永
宿 

黒
田
手 

永
宿 

久
保
手 

永
宿 

新
津
手 

永
宿 

延
永
手 

永
宿 

あ
る
。

行
事
川
に
か
か
る
橋
は
、
万
年
橋
が

一
本
あ
る
だ
け
で
、
小
倉
城
下
と
中
津

城
下
を
結
ぶ
豊
前
街
道
（
小
倉
道
・
中

津
道
と
も
い
う
）
が
南
北
に
走
っ
て
い

る
。と

こ
ろ
で
、
各
郡
に
は
、
本
納
分
の

年
貢
を
納
め
る
郷
蔵
の
ほ
か
に
、
郡
土

蔵
と
い
う
倉
庫
が
あ
っ
た
。
こ
の
蔵
に

は
、
新
地
見
掛
米
・
二
朱
五
厘
米
・
五

分
種
子
利
米
・
新
薪
札
代
・
鶏
卵
代
・

屋
敷
床
新
開
米
、
川
成
引
戻
米
な
ど
が

納
め
ら
れ
た
。
こ
の
郡
土
蔵
は
、
郡
代

以
下
郡
方
役
人
の
管
轄
の
下
に
、
農
村

へ
の
融
通
や
救
済
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。
小
倉
城
内
の
表
蔵
に
直
納
す

る
「
表
御
土
蔵
納
」
に
は
、
銀
小
物

ぬ
か

成
、
糠
・
藁
代
米
な
ど
が
あ
り
、
別
納

と
し
て
出
精
米
・
浜
出
水
上
な
ど
が

あ
っ
た
。

藩
の
役
人
は
、
そ
の
年
の
年
貢
を
決

定
す
る
た
め
各
郡
の
郷
蔵
を
見
分
し
、

図５―３ 幕末・維新期の行事・大橋・宮市村絵図の復原図
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宿
泊
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
宅
で
、
そ
の
郡
の
年
貢
率
を
決
め
た
。
こ
れ
を

ご

め
ん
ぎ
め

「
御
免
極
」
と
い
っ
た
。
次
に
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
御
免
極

の
史
料
（「
国
作
手
永
大
庄
屋
日
記
」
九
月
二
十
一
日
の
条
）
を
例
示
し
て

お
こ
う
。

當
秋
御
免
極
の
た
め
、
奉
行
所
明
後
二
十
二
日
朝
六
ツ
半
時
（
七
時
）
よ
り
出
宅
。

ま
い

香
春
口
通
廻
郡
に
付
、
別
紙
休
泊
付
、
上
下
人
数
并
び
に
人
足
書
き
附
け
、
差
し
進

ら
せ
候
間
、
早
々
御
順
達
成
ら
る
べ
き
と
存
候
。
尤
先
達
て
も
堅
触
出
こ
れ
あ
り
候

か

な
り

事
に
付
、
休
泊
共
に
有
り
合
わ
せ
仮
成
の
取
り
合
に
て
、
決
し
て
無
益
の
夫
遣
等
致

ま
い

さ
ざ
る
様
と
の
儀
に
御
座
候
。
こ
の
段
精
々
申
し
進
り
候
様
、
奉
行
所
申
さ
れ
候
に

付
、
か
く
の
如
く
候
。
以
上
。

九
月
二
十
日

御
郡
方
役
所

寅
秋
御
免
極
休
泊

九
月
二
十
二
日

下
曽
根
休

（
事
）

行
司
御
蔵
見
分

御
免
極

（
事
）

行
司
泊

同

二
十
三
日

椎
田
休

は
ち

や

八
屋
御
蔵
見
分

御
免
極

八
屋
泊

同

二
十
四
日

八
屋
休

椎
田
御
蔵
見
分

御
免
極

椎
田
泊

同

二
十
五
日

松
原
休

沓
尾
・
大
橋
御
蔵
見
分

御
免
極

大
橋
泊

同

二
十
六
日

新
町
休

七
曲
越

御
免
極

香
春
泊

同

二
十
七
日

古
高
原
御
蔵
見
分

呼
野
休

祇
園
町
小
休

引
取

以
上

覚

一
、
惣
人
数
弐
拾
五
人

内

一
、
拾
七
人

一

宿

一
、
八
人

下

宿

〆

郡
夫
左
の
通

一
、
壱
人

両
掛
持
夫

一
、
弐
人

荷
持
夫

〆

右
は
奉
行
所
入
用
分

か
ご
か
き

ふ

一
、
三
人

駕
舁
夫
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一
、
壱
人

両
掛
持
夫

一
、
壱
人

合
羽
籠
持
夫

〆

右
は
小
林
与
次
右
衛
門
入
用
分

一
、
三
人

駕
舁
夫

一
、
壱
人

両
掛
持
夫

一
、
壱
人

合
羽
籠
持
夫

〆

右
は
山
田
重
作
入
用
分

一
、
三
人

駕
舁
夫

一
、
壱
人

両
掛
持
夫

〆

右
は
白
石
甚
平
入
用
分

一
、
壱
疋
は

乗
掛

〆

右
は
白
石
堅
右
衛
門
・
近
見
藤
太
郎
入
用
分

一
、
壱
人

荷
持
夫

〆

右
は
冨
久
又
作
入
用
分

右
は
御
免
極
の
節
入
用
の
分

寅
九
月

文
政
十
三
年
九
月
二
十
二
日
、
こ
の
年
の
「
御
免
極
」
の
た
め
、
小
林

与
次
右
衛
門
・
山
田
重
作
・
白
石
甚
平
ら
三
人
の
郡
奉
行
を
は
じ
め
、
白

石
堅
右
衛
門
・
近
見
藤
太
郎
・
冨
久
又
作
ら
藩
役
人
一
行
二
五
人
は
、
郡

方
役
所
を
出
発
し
た
。
小
倉
城
下
口
屋
門
の
香
春
口
を
通
過
し
た
一
行

は
、
下
曽
根
で
休
憩
し
、
京
都
郡
の
年
貢
米
を
い
っ
た
ん
収
納
す
る
行
事

蔵
を
見
分
し
て
京
都
郡
の
年
貢
率
を
決
め
、
そ
の
日
は
行
事
村
に
宿
泊
し

た
。
二
十
三
日
、
椎
田
で
休
憩
し
て
八
屋
蔵
を
見
分
し
、
御
免
極
を
行
っ

て
八
屋
村
に
一
泊
。
二
十
四
日
は
、
八
屋
で
休
憩
後
、
椎
田
蔵
を
見
分
し

て
御
免
極
を
し
、
椎
田
村
で
宿
泊
し
た
。
二
十
五
日
、
松
原
で
休
憩
し
、

沓
尾
蔵
と
大
橋
蔵
を
見
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
郡
の
年
貢
率
を
決
め
、
こ

の
日
は
大
橋
村
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
二
十
六
日
に
は
、
勝
山
町
域
の
新
町

な
な
ま
が
り

で
休
憩
後
、
七
曲
峠
を
越
え
て
香
春
町
に
宿
泊
し
て
い
る
。
例
年
は
、

香
春
町
に
、
も
う
一
泊
し
て
糒
蔵
・
赤
池
蔵
を
見
分
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
年
は
、
翌
二
十
七
日
に
古
高
原
蔵
を
見
分
し
、
呼
野
で
休
憩
し
、
祇

園
町
で
小
休
後
、
小
倉
城
下
の
郡
奉
行
所
へ
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。

蔵
役
人
の
郷
蔵
見
分
と
御
免
極
の
廻
郡
に
あ
た
っ
て
、
大
庄
屋
や
庄
屋

な
ど
の
村
役
人
は
、「
田
畠
御
水
帳
」・「
田
畠
名
寄
帳
」・「
田
畠
坪
付

帳
」・「
田
畠
新
地
検
地
帳
」・「
山
鑑
」
な
ど
を
役
宅
に
必
ず
備
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
年
貢
の
納
期
は
、
年
に
よ
っ
て
遅
速
は
あ
る
が
、
初

わ

せ

納
は
、
だ
い
た
い
九
月
十
一
日
前
の
定
め
で
あ
り
、
早
稲
は
一
番
収
納
、

お
く

て

中
稲
は
二
番
収
納
、
晩
稲
は
皆
済
納
と
な
り
、
納
入
期
限
は
十
二
月
十
日

で
あ
っ
た
。

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
八
月
三
日
の
「
触
」（「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
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記
」・
九
州
大
学
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

触

当
秋
年
貢
米
来
ル
（
八
月
）
十
七
日
初
納
申
付
候
。
こ
れ
に
依
り
、
御
郡
中
諸
商
人

札
来
ル
（
八
月
）
十
五
日
悉
く
取
り
揚
げ
、
大
庄
屋
共
手
前
に
預
り
置
く
。
勿
論
御

所
務
内
商
人
共
、
村
内
徘
徊
致
し
候
は
ば
、
廻
り
役
の
も
の
差
し
出
し
、
召
し
捕
わ

き
び
し
く

せ
候
条
、
銘
々
稠
敷
申
し
聞
か
せ
候
様
御
郡
中
申
し
触
れ
こ
れ
あ
る
べ
く
候
。
以
上
。

八

月

（
郡
代
）

伊
藤
勘
解
由

（
仲
津
郡
郡
奉
行
）

井
上
与
三
左
衛
門
様

右
の
史
料
の
よ
う
に
、
藩
は
、
年
貢
の
初
納
前
に
諸
商
人
札
を
取
り
上

げ
て
大
庄
屋
の
も
と
で
保
管
さ
せ
、
年
貢
収
納
期
間
は
商
人
が
村
内
に
立

ち
入
る
こ
と
を
禁
じ
、
私
穀
の
売
買
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、
領
内
の
津
々

つ

ど

浦
々
で
「
津
留
め
」
を
実
施
し
て
米
穀
の
領
外
流
出
を
取
り
締
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
貢
完
納
後
、
大
庄
屋
か
ら
諸
商
人
札
が
そ
れ
ぞ
れ

に
返
却
さ
れ
た
。
年
貢
納
入
の
最
終
責
任
者
で
あ
る
各
手
永
の
大
庄
屋
た

ち
は
、
十
二
月
の
末
ご
ろ
に
小
倉
城
下
の
紺
屋
町
（
企
救
郡
は
別
）
に
あ

る
郡
屋
に
出
張
し
て
、
年
貢
の
最
後
の
決
済
業
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

浜
出
し
費
用

と
大
坂
回
米

も
り
ゆ
き

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）、
森
守
之
が
著
述
し
た
『
郡

方
大
綱
秘
記
』
に
よ
る
と
、
各
郷
蔵
の
浜
出
し
費
用

は
、
行
事
・
大
橋
・
沓
尾
の
各
蔵
は
一
石
に
つ
き
米
二
合
、
椎
田
蔵
は
二

合
五
勺
、
八
屋
蔵
は
一
合
五
勺
で
あ
っ
た
。
小
倉
へ
の
回
漕
運
賃
（
船
賃
）

は
、
行
事
・
大
橋
・
沓
尾
の
各
蔵
か
ら
は
一
石
に
つ
き
一
歩
三
朱
、
椎
田

蔵
か
ら
は
一
歩
五
朱
、
八
屋
蔵
か
ら
は
一
歩
六
朱
の
定
め
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
小
倉
で
の
水
揚
げ
費
用
は
、
一
律
一
石
に
つ
き
二
合
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
小
倉
の
藩
庫
に
収
納
さ
れ
た
年
貢
米
は
、
毎
年
一
〇
万
石

余
で
あ
っ
た
。
小
笠
原
小
倉
藩
の
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
ご
ろ
の
大
坂

回
米
量
は
二
万
五
〇
〇
〇
石
余
で
、
年
貢
米
に
占
め
る
割
合
は
四
分
の
一

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
明
和
期
（
一
七
六
四
〜
七
二
）
に
は
五
万
石
余
と

な
り
、
年
貢
米
の
半
分
は
大
坂
へ
積
み
登
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

藩
は
、
小
倉
か
ら
大
坂
へ
積
み
登
せ
た
年
貢
米
や
国
産
品
を
売
却
し

て
、
そ
れ
を
換
金
す
る
た
め
に
、
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
設
置
し
た
。
表
５
―

み
ょ
う
だ
い

１４
は
、
小
倉
藩
の
蔵
屋
敷
の
所
在
地
及
び
名
代
（
屋
敷
地
の
名
義
人
）・

蔵
元
（
蔵
物
の
保
管
・
出
納
を
す
る
商
人
）・
掛
屋
（
売
却
代
金
の
収
納
を
担

当
す
る
商
人
）
を
一
覧
表
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

表
５
―
１４

小
笠
原
小
倉
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷

年

号

蔵
屋
敷
位
置

名

代

蔵

元

掛
屋

延
享
四
年（
一
七
四
七
）

中
ノ
島

塩
屋
六
右
衛
門

助
松
屋
忠
兵
衛

平
野
屋
三
郎
兵
衛

同
上

宝
暦
六
年（
一
七
五
六
）

中
ノ
島
常
安
町

安
永
六
年（
一
七
七
七
）

助
松
屋
新
次
郎

平
野
屋
弥
太
郎

同
上

天
明
三
年（
一
七
八
三
）

中
ノ
島

塩
屋
六
右
衛
門

同

前

池
田
屋
九
右
衛
門

文
化
十
一
年（
一
八
一
四
）
港
橋
北
詰
（
中
ノ
島
）

鴻
池
屋
三
郎
兵
衛

助
松
屋
忠
兵
衛

天
保
六
年（
一
八
三
五
）

同

前

鴻
池
屋
八
左
衛
門

同

前

維
新
前

同

前

『
日
本
経
済
史
辞
典
』
上
巻
に
よ
る
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二

酒

造

京
都
郡
の
酒
造

人
と
酒
造
石
高

酒
・
味
噌
・
醤
油
な
ど
の
醸
造
の
う
ち
、
殊
に
酒
造

は
、
誰
に
で
も
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
江
戸
時
代
は
「
米
の
経
済
」
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
米
を
主
原
料

と
す
る
酒
造
に
は
幕
府
の
保
護
と
統
制
が
行
わ
れ
、
酒
造
人
に
な
る
に
は

藩
を
通
じ
て
幕
府
勘
定
所
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
。

「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
記
」
の
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
十
二
月
六

日
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

こ
の
度
公
義
（
幕
府
）
よ
り
の
御
鑑
札
酒
造
人
共
へ
相
渡
候
に
付
、
左
の
通
り
に
致

よ
ろ

し

し
方
宜
敷
か
る
べ
き
の
評
議
に
付
、
案
書
の
通
り
相
認
め
差
し
出
さ
る
べ
く
候
。
尤

早
々
右
伺
書
差
し
出
し
相
成
ら
れ
候
様
差
し
計
ら
る
べ
く
候
。
已
上
。

西

正
左
衛
門

十
二
月
六
日

大
庄
屋
中

御
伺
申
し
上
ぐ
る
覚

こ
の
度
勘
定
所
よ
り
酒
造
人
え
御
鑑
札
壱
枚
宛
御
渡
し
下
し
置
か
れ
頂
戴
仕
り
候
。

然
る
処
、
火
・
水
の
難
も
計
り
難
く
御
座
候
に
付
、
恐
れ
な
が
ら
、
上
え
御
預
け
申

し
上
げ
度
御
伺
申
し
上
げ
候
。
こ
の
段
宜
敷
仰
せ
上
げ
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。
以
上
。

何
郡

卯

何
村

何

月

酒
造
人

誰

印

同
村
庄
屋誰

印

何
村

酒
造
人

誰

印

同
村

庄
屋誰

印

―
―
―
―

―
―
―
―

右
の
通
り
御
申
し
上
げ
候
間
、
宜
敷
仰
せ
付
け
ら
れ
下
さ
る
べ
く
候
。

以
上
。

懸
り

大
庄
屋誰

印

�
�
�
�

�
�
�
�

酒
造
御
鑑
札
渡
手
板

大
橋
村
冨
田
屋吉

九
郎

代
替
當
時
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元
治
郎

同

村
松
屋傳

蔵

（
中

略
）

右
の
通
り

卯
十
二
月

つ
ま
り
、
こ
の
た
び
、
幕
府
の
勘
定
所
よ
り
小
笠
原
小
倉
藩
内
の
酒
造

人
に
対
し
、
酒
造
許
可
の
鑑
札
が
一
枚
ず
つ
下
付
さ
れ
た
が
、
鑑
札
が
火

災
や
水
難
で
破
損
し
て
も
悪
い
の
で
、
藩
へ
預
け
置
き
た
い
、
と
酒
造

人
・
庄
屋
・
大
庄
屋
の
連
名
で
「
御
伺
」
を
た
て
た
形
式
を
採
っ
て
い

る
。「

門
司
郷
土
書
」（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
）
に
、

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
の
酒
造
勘
定
帳
に
よ
る
と
、

運
上
銀

三
十
貫
九
百
三
十
目

小
倉
町

九
人

同

十
九
貫
七
十
目

六

郡

四
十
六
人

計
運
上
銀

五
十
貫

と
あ
る
。
ま
た
、

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
凶
作
に
よ
り
飯
米
の
不
足
を
来
た
し
、
酒
造
各
家
の
酒
造

米
を
精
細
に
取
り
調
べ
、
幕
府
勘
定
所
に
届
け
出
し
た
帳
簿
に
小
倉
町
ほ
か
六
郡
の

酒
造
米
高
・
酒
造
人
数
を
あ
げ
て
い
る
。

酒
造
米
高

二
万
八
千
九
百
七
十
六
石
八
斗

酒
造
人

百
三
人

こ
の
う
ち

一
万
五
千
四
百
七
十
石

小
倉
町
（
二
十
三
人
カ
）

三
十
三
人
（
外
休
株
二
あ
り
）

二
千
百
八
十
石

企
救
郡
（
マ
マ
）

六
人
（
大
里
二
・
門
司
一
・
田
野
浦
一
・
曽

根
一
）

外
五
郡
の
酒
造
米
高
を
略
す
。

田
川
郡
酒
造
人

二
十
九

京
都
郡

九

仲
津
郡

十
七

築
城
郡

十

上
毛
郡

九

計
百
三
人

六
郡
中
で
は
京
都
郡
行
事
村
飴
屋
喜
兵
衛
の
九
〇
〇
石
を
最
高
と
し
、
企
救
郡
で
は

田
野
浦
村
三
原
屋
忠
七
の
五
四
〇
石
を
最
高
と
す
る
。

と
あ
る
。
そ
し
て
、

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
巡
見
上
使
御
答
書
に
は
、

一
、
酒
造
人

百
三
人

内

二
十
三
人
城
下
町
、
八
十
人
郡
中

と
あ
る
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
は
、
酒
造
米
高
お
よ
そ
一
〇
分
の
六
減
ぜ
ら
れ
四
割
造

り
に
な
る
。

天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
に
は
、
幕
府
勘
定
所
か
ら
印
付
鑑
札
下
渡
し
が
あ
り
。
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こ
の
年
の
冥
加
銀
は
、

一
、
銀
十
二
貫
四
十
目

酒
造
米
凡
一
万
千
二
百
九
十
七
石
七
斗
四
升

内

銀
五
貫
百
六
十
目

酒
造
米
五
千
八
百
九
十
七
石
七
斗
四
升

一
人
に

付
銀
五
枚
宛

小
倉
町
二
十
四
人
分

銀
六
貫
八
百
八
十
目

酒
造
米
凡
五
千
四
百
石

一
人
に
付
銀
二
枚
宛

六
郡
八
十
名

こ
の
年
か
ら
酒
造
株
は
廃
止
と
な
り
、
酒
造
稼
ぎ
の
名
目
と
な
っ
た
。
天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）
六
月
に
は
、
酒
家
名
前
改
あ
り
。
こ
れ
は
親
譲
り
の
酒
造
石
高
と
か
、

某
に
よ
り
永
代
譲
受
け
し
た
と
い
う
こ
と
を
以
前
届
出
し
て
い
た
も
の
を
今
回
改
め

て
届
出
を
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
天
明
八
年
に
は
、
小
倉
領
六
郡
で
八
〇
名
の
酒
造
人
の
う
ち
、

京
都
郡
の
酒
造
人
は
九
名
を
数
え
、
そ
の
う
ち
、
行
事
村
飴
屋
喜
兵
衛
の

酒
造
米
高
は
九
〇
〇
石
で
、
六
郡
中
最
高
で
あ
っ
た
。

酒
造
米
高
の

減
石
と
皆
造

前
述
の
『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
の
史
料
の
中
で
、

「
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
は
、
酒
造
米
高
凡
そ
十

分
六
減
ぜ
ら
れ
四
割
造
に
な
る
」
と
い
う
記
事
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ

は
、
な
に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

幕
府
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
八
月
の
「
触
」（「
御
触
書
天
保
集

成
」）
と
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
三
月
十
三
日
の
「
酒
造
の
義
度
々
公
義

（
幕
府
）
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
候
覚
」（
九
州
大
学
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
）

に
よ
る
と
、
諸
国
の
酒
造
米
は
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
の
酒
造
米
高
を

基
準
高
と
し
て
、
正
徳
期
（
一
七
一
一
〜
一
六
）
に
は
そ
の
三
分
の
一
、

更
に
五
分
の
一
造
酒
に
ま
で
制
限
さ
れ
た
。
宝
暦
期
（
一
七
五
一
〜
六
四
）

に
は
一
時
、
元
禄
十
年
の
造
石
高
を
上
限
に
、
生
産
規
制
を
解
除
し
た

が
、
天
明
の
飢
饉
後
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
前
年
造
酒
実
績
高

の
三
分
の
一
造
酒
に
制
限
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
は
、
諸
国
が
洪
水
の
被
害
を
被
っ

た
た
め
天
明
六
年
以
前
ま
で
の
酒
造
米
高
の
三
分
の
二
造
酒
に
制
限
さ
れ

た
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
ま
で
は

定
例
ど
お
り
皆
造
さ
れ
た
。
し
か
し
、
享
和
三
年
は
、
幕
府
勘
定
所
よ
り

二
分
一
減
石
令
が
出
さ
れ
、
半
造
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
文
化
元
年
に

は
、
前
述
の
ご
と
く
、
四
割
造
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
文
政
十

三
年
（
一
八
三
〇
）
は
三
分
の
二
造
酒
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
は
三

分
の
一
造
酒
、
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
は
三
分
の
二
造
酒
と
推
移
し
た
。

表
５
―
１５
は
、
小
笠
原
小
倉
藩
の
酒
造
人
と
酒
造
米
高
・
運
上
銀
あ
る

い
は
冥
加
銀
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
禄
十
四
年
に
五
五
人
だ
っ
た

酒
造
人
は
、
八
七
年
後
の
天
明
八
年
に
は
一
〇
三
人
と
、
ほ
ぼ
倍
増
し
て

い
る
。
し
か
し
、
五
四
年
後
の
天
保
十
三
年
に
は
一
〇
四
人
と
、
わ
ず
か

に
一
人
増
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

小
倉
藩
全
体
の
酒
造
米
高
は
、
天
明
八
年
が
二
万
八
九
七
六
石
八
斗

で
、
ほ
か
に
酒
造
休
株
高
が
三
三
〇
〇
石
で
あ
っ
た
。
天
保
十
三
年
は
一

万
一
二
九
七
石
七
斗
四
升
で
、
天
明
八
年
の
酒
造
米
高
の
三
九
％
に
減
石
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し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
化
元
年

（
一
八
〇
四
）
の
酒
造
米
高
十
分

六
減
石
令
（
十
分
四
造
酒
）
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

運
上
と
冥
加

と
こ
ろ
で
、
元

禄
十
四
年
（
一

七
〇
一
）
に
、
小
倉
領
内
の
酒
造

人
五
五
人
は
、
運
上
銀
と
し
て
銀

五
〇
貫
目
を
藩
庫
に
納
入
し
て
い

る
が
、
天
保
十
三
年
（
一
八
四

二
）
に
は
領
内
の
酒
造
人
一
〇
四

人
が
、
運
上
銀
の
代
わ
り
に
冥
加

銀
一
二
貫
四
〇
目
を
藩
に
納
め
て

い
る
。
こ
れ
は
、
な
に
を
意
味
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
倉
藩
の

「
運
上
銀
」
と
「
冥
加
銀
」、「
酒

造
株
仲
間
」
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。

幕
府
や
藩
は
、
商
工
業
に
従
事
す
る
同
業
者
た
ち
が
結
合
し
た
仲
間
を

許
可
し
、
生
産
と
販
売
の
独
占
的
な
権
利
を
付
与
し
た
「
株
」
を
も
つ
商

工
業
者
の
団
体
と
し
て
「
株
仲
間
」
を
保
護
・
統
制
し
た
。

小
笠
原
小
倉
藩
で
は
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
、
酒
造
同
業
者
に

対
し
て
「
酒
造
株
」
が
許
可
さ
れ
、
そ
の
独
占
的
な
営
業
権
に
対
す
る
反

対
給
付
と
し
て
「
運
上
銀
」
を
上
納
さ
せ
た
。
四
年
後
の
元
禄
十
四
年
に

は
、
す
で
に
株
仲
間
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
酒
造
業
者
五
五
人
が
、
運

上
銀
と
し
て
銀
五
〇
貫
目
を
年
四
回
（
納
入
期
限
は
、
三
月
一
日
〜
十
日
、

五
月
一
日
〜
十
日
、
七
月
十
日
〜
二
十
日
、
十
二
月
一
日
〜
十
日
）
に
分
け

て
上
納
し
た
。
運
上
銀
の
上
納
場
所
は
小
倉
城
内
の
表
蔵
で
あ
っ
た
が
、

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
以
降
、
郡
中
か
ら
の
運
上
銀
は
各
郡
土
蔵
に

納
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
七
月
二
十
二
日
、
藩
は
酒
造
に
関
し
て
、
次

の
よ
う
な
「
触
」
を
出
し
て
い
る
（「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
記
」）。

「
上
方
酒
」
や
「
他
領
の
酒
」
を
買
い
受
け
、
そ
の
酒
で
商
い
を
し
て

は
い
け
な
い
こ
と
、「
地
売
酒
屋
共
」
が
酒
の
値
段
を
引
き
上
げ
た
り
、

あ
る
い
は
「
升
目
」（
酒
量
）
を
減
ら
し
た
り
、
混
ぜ
物
な
ど
を
し
て
は

い
け
な
い
、
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一
、
当
御
領
酒
造
の
も
の
是
迄
旅
え
売
り
出
し
候
も
の
当
年
一
ケ
年
売
り
出
し
差
し

留
め
候
間
、
地
売
り
致
す
べ
く
候
事
。

一
、
農
業
助
勢
の
た
め
酒
造
存
じ
立
て
候
も
の
こ
れ
あ
り
候
は
ば
、
願
い
出
ず
べ
く

候
。
新
株
た
り
共
、
詮
議
の
上
、
申
し
付
く
べ
く
候
。

す
な
わ
ち
、
当
年
は
、
酒
の
旅
売
り
を
禁
じ
、
地
売
り
す
る
こ
と
、
農

業
助
勢
の
た
め
新
し
く
酒
造
を
希
望
す
る
も
の
に
は
、
新
株
を
許
可
す

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
藩
は
、
新
し
い
株
仲
間
の
公
認
で
、
殖
産
興
業

の
振
興
と
財
政
増
収
を
計
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

表５―１５ 小笠原小倉藩の酒造業の推移

領 内 合 計

冥加銀
貫目

１２．４０

『福岡県史』第３巻下冊・「元豊津縣管轄酒造人造高名前帳」による

運上銀

５０貫
酒造米高

石斗升

２８，９７６．８

１４，７６０．６．４

１１，２９７．７．４

酒造人数

５５人

１０３

１０３

１０３

１０４

９３

京 都 郡

酒造人数
人

８

年 代

元禄１４（１７０１）

天明８（１７８８）

寛政元（１７８９）

文化２（１８０５）

天保１３（１８４２）

明治５（１８７２）
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小
倉
藩
で
は
、
こ
の
酒
造
株
の
ほ
か
に
、
仲
間
株
と
し
て
、
主
な
も
の

に
醤
油
株
・
酢
製
造
株
・
質
屋
株
・
薬
種
株
な
ど
が
あ
っ
た
。

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
幕
府
は
、
株
仲
間
の
独
占
が
物
価
騰
貴

に
な
る
、
と
い
う
理
由
で
、
株
仲
間
の
解
散
令
を
発
し
た
。
西
国
諸
藩
の

多
く
は
、
こ
の
幕
令
に
抵
触
し
て
株
仲
間
を
存
続
さ
せ
た
が
、
譜
代
大
名

で
あ
っ
た
小
笠
原
氏
は
株
仲
間
の
解
散
に
同
調
し
、
株
仲
間
と
運
上
銀
制

を
廃
止
し
た
。
翌
十
三
年
（
一
八
四
二
）
か
ら
は
酒
造
株
制
は
廃
止
さ
れ
、

か
せ

酒
造
稼
ぎ
の
名
目
と
な
り
、
同
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
は
酒
造
家
の
名

前
調
査
が
行
わ
れ
た
。

小
倉
藩
で
は
、
運
上
銀
制
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
冥
加
銀
制
を
早
速
導

入
し
た
。
同
十
三
年
に
、
領
内
の
酒
造
業
者
一
〇
四
人
が
、
運
上
銀
で
は

な
く
、
冥
加
銀
一
二
貫
四
〇
目
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の

よ
う
な
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）、
幕
府

は
、
株
仲
間
の
再
興
令
を
出
し
、
小
倉
藩
で
も
株
仲
間
と
運
上
銀
制
が
復

活
し
た
。
し
か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
つ
い
に
明
治
新
政
府
は
、

株
仲
間
の
解
散
を
命
じ
、
小
倉
県
で
も
株
仲
間
と
運
上
銀
制
が
消
滅
し
た

の
で
あ
る
。

勝
山
町
域
の
酒

造
人
と
酒
造
高

次
に
「
元
豊
津
県
管
轄
酒
造
人
造
高
名
前
帳
」
を
も

と
に
、「
勝
山
町
域
の
酒
造
業
者
」（
表
５
―
１６
）
と

「
元
豊
津
県
の
酒
造
人
と
酒
造
高
」（
表
５
―
１７
）
を
示
し
て
お
こ
う
。

こ
の
史
料
の
作
成
年
代
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
、
作
成
者
は
、

仲
津
郡
（
現
、
京
都
郡
）
の
旧
節
丸
手
永
大
庄
屋
節
丸
二
作
で
あ
る
。
豊

津
県
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

十
一
月
十
四
日
に
、
中
津
県
・
千
束

県
と
と
も
に
小
倉
県
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
こ
の
史
料
が
作
成
さ
れ
た
時

点
で
は
、
す
で
に
小
倉
県
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

表
５
―
１６
に
示
し
た
よ
う
に
、
明

治
五
年
三
月
時
点
で
、
勝
山
町
域
に

は
、
五
人
の
酒
造
人
が
お
り
、
酒
造

米
高
は
八
五
〇
石
で
あ
っ
た
。
新
町
は
木
村
藤
一
郎
（
酒
造
米
高
二
二
〇

石
）・
八
木
利
市
（
同
二
〇
〇
石
）・
木
村
仲
次
郎
（
明
治
四
年
休
株
）
の
三

人
、
下
黒
田
村
は
木
村
彦
造
（
二
五
〇
石
）、
矢
山
村
は
進
勝
三
郎
（
一
八

〇
石
）
で
あ
る
。

表
５
―
１７
「
元
豊
津
県
の
酒
造
人
と
酒
造
高
」
を
一
覧
す
る
と
、
元
豊

津
県
の
田
川
・
京
都
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛
の
五
郡
で
、
明
治
五
年
に
九

三
軒
（
あ
と
一
軒
は
休
造
）
の
酒
造
人
が
一
万
三
五
〇
〇
石
の
造
酒
を
行
っ

て
い
る
。
平
均
し
て
一
軒
一
四
五
石
の
酒
造
高
に
あ
た
る
。
最
高
は
、
田

い
の
ひ
ざ

川
郡
猪
膝
町
の
中
村
元
次
郎
で
四
〇
〇
石
、
最
低
は
一
〇
石
で
あ
る
。

京
都
郡
は
、
酒
造
人
八
軒
、
酒
造
米
高
一
五
〇
〇
石
で
あ
っ
た
。

表５―１６ 勝山町域の酒造業者
明治５年（１８７２）

酒造米高

２２０（石）

２００

未ノ年休

２５０

１８０

「元豊津縣管轄酒造人造高名前帳」に
よる

酒造人名

木 村 藤一郎

八 木 利 市

木 村 仲次郎

木 村 彦 造

進 勝 三 郎

村 名

新 町

同

同

下黒田

矢 山
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な

た

ね

三

菜
種
子
の
生
産
と
流
通

京
都
郡
の
菜

種
子
の
生
産

な

た
ね

「
あ
ぶ
ら
な
」
の
種
子
か
ら
採
取
し
た
菜
種
油
は
、
食

用
と
し
て
、
ま
た
、
灯
火
用
と
し
て
貴
重
な
生
活
必
需

品
で
あ
っ
た
。
菜
種
油
の
原
料
で
あ
る
菜
種
子
は
、
農
村
地
帯
に
と
っ
て

重
要
な
商
品
的
農
作
物
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
の
「
御
郡
中
諸
産

物
書
上
帳

郡
政
局
」（
行
橋
市
・
竹
内
家
文
書
）

は
、
香
春
藩
の
京
都
・
田
川
・
仲
津
・
築
城
・
上
毛

の
五
郡
の
諸
産
物
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

同
年
七
、
八
月
に
、
領
内
の
諸
産
物
調
べ
を
郡
ご

と
に
報
告
さ
せ
て
い
る
が
、
田
川
と
上
毛
の
二
郡
は

産
物
の
出
来
高
を
郡
辻
で
、
京
都
と
築
城
の
二
郡
は

手
永
辻
で
、
仲
津
郡
は
村
辻
で
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告
し

て
い
る
。
報
告
書
の
形
式
の
不
統
一
さ
に
、
香
春
藩

と
し
て
の
政
局
の
不
安
定
さ
と
統
率
力
の
な
さ
を
垣

間
見
る
気
が
す
る
。

表
５
―
１８
は
、
明
治
二
年
の
香
春
藩
の
菜
種
子
の

出
来
高
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
の
菜
種
子
の
お

あ
ら

つ

よ
そ
出
来
高
で
は
、
新
津
手
永
が
三
〇
石
で
一
番
多

の
ぶ
な
が

く
、
黒
田
手
永
が
二
五
石
、
延
永
手
永
が
二
四
石
、

そ
し
て
久
保
手
永
が
一
番
少
な
く
、
一
五
石
で
あ
っ

た
。
京
都
郡
の
郡
辻
は
九
四
石
で
、
五
郡
の
う
ち
一
番
少
な
か
っ
た
。
菜

種
子
の
出
来
高
が
一
番
多
い
の
は
田
川
郡
で
四
〇
〇
石
、
次
が
仲
津
郡
の

一
六
六
石
五
斗
、
上
毛
郡
の
一
五
四
石
、
そ
し
て
築
城
郡
の
一
五
二
石
八

斗
五
升
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
郡
全
体
の
お
よ
そ
出
来
高
は
九
六
七
石
三

表５―１７ 元豊津県の酒造人と酒造高 明治５年（１８７２）３月

元豊津県

１（軒）

５

１

２

１

４

２

４

９

６

３

２

１０

１

６

７

５

２

１

１０

２

３

４

２

９３

「元豊津縣管轄酒造人造高名前帳」による

上毛郡

（軒）

２

１

４

１

１

１

２

１２

築城郡

（軒）

２

１

１

１

１

１

３

２

２

２

２

２

２

１

２３

仲津郡

（軒）

３

１

３

２

１

１

６

２

４

１

１

２５

京都郡

（軒）

１

２

１

１

１

１

１

８

田川郡

１（軒）

２

１

１

１

２

２

４

１

１

１

３

１

２

１

１

２５

酒造高

４００（石）

３００

２９０

２８０

２６０

２５０

２４０

２２０

２００

１８０

１７０

１６０

１５０

１３０

１２０

１００

８０

７０

６０

５０

４０

３０

２０

１０

計
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斗
五
升
（「
御
郡
中
諸
産
物
書
上
帳
」
の
合
計
は
九
四
〇
石
三
斗
五
升
と
な
っ

て
い
る
）。

地
売
り
と
大

坂
積
み
登
せ

農
家
で
生
産
さ
れ
た
菜
種
子
は
、
そ
の
生
産
地
の
手
永

ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ
た
菜
種
子
座
手
先
に
よ
っ
て
買

い
集
め
ら
れ
、
菜
種
子
座
へ
集
荷
さ
れ
た
。
菜
種
子
座
へ
集
荷
さ
れ
た
菜

て

し
ぼ
り
い
た

ば

し
ょ
く

種
子
は
、
地
元
に
手
絞
板
場
職
が
い
る
場
合
は
、
そ
の
一
部
が
板
場
職

あ
ぶ
ら
か
す

に
よ
っ
て
菜
種
油
に
製
品
化
さ
れ
、
油
粕
は
肥
料
と
し
て
活
用
さ
れ

た
。「

国
作
手
永
大
庄
屋
日
記
」
の
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
五
月
十
二

日
の
条
に
よ
る
と
、
仲
津
郡
五
手
永
よ
り
九
九
石
五
升
九
合
の
菜
種
子
が

大
橋
町
の
菜
種
子
座
松
尾
善
次
郎
の
元
へ
集
荷
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
三
一

石
五
斗
が
京
都
郡
行
事
村
の
喜
兵
衛
船
で
大
坂
の
種
子
座
池
田
屋
五
兵
衛

へ
積
み
登
せ
ら
れ
て
い
る
。
大
坂
の
種
子
座
（
菜
種
子
問
屋
）
へ
各
地
か

し
ぼ
り

ら
集
荷
さ
れ
た
菜
種
子
は
、
絞
油
屋
へ
売
却
さ
れ
、
そ
こ
で
製
品
化
さ

れ
た
菜
種
油
は
食
用
油
と
し
て
、
あ
る
い
は
灯
火
用
油
と
し
て
消
費
者
の

手
に
渡
っ
た
。

菜
種
座
飴
屋

『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
に
、「
豊
前
行
事
飴
屋
記

録
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

玉
江
彦
右
衛
門

こ
の
度
菜
種
座
申
付
候
。
こ
れ
に
依
り
郡
中
へ
も
そ
の
段
申
し
達
し
候
の
間
、
先
達

い
さ
さ
か

触
れ
出
し
こ
れ
あ
り
候
通
り
、
相
場
引
き
合
せ
を
以
て
、

聊
も
不
実
の
仕
方
こ
れ
な

き
様
、
店
の
者
共
に
も
堅
く
申
し
付
く
べ
く
候
。

文
政
十
一
年
子
三
月

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
三
月
、
行
事
の
玉
江
（
飴
屋
）
彦
右
衛
門

は
、
小
倉
藩
か
ら
菜
種
座
を
任
命
さ
れ
、
相
場
を
勘
案
し
、
誠
実
に
取
り

引
き
を
す
る
よ
う
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る
。

産
物
会
所
と

菜
種
売
捌
方

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）、
年
貢
米
収
納
事
務
に
関

す
る
「
御
改
法
」
を
発
布
す
る
と
と
も
に
、
小
倉
城
下

宝
町
一
丁
目
に
産
物
会
所
を
設
置
し
、
領
内
諸
産
物
及
び
残
米
の
売
買
を

う
の
し
ま

行
事
村
（
現
、
行
橋
市
行
事
）
の
飴
屋
（
玉
江
家
）
と
宇
島
（
現
、
豊
前
市

よ
ろ
ず

や

宇
島
）
の
万
屋
（
亀
安
、
の
ち
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
小
今
井
と
改
称
）

に
請
け
負
わ
せ
た
。
京
都
・
田
川
・
仲
津
の
三
郡
は
飴
屋
、
築
城
・
上
毛

の
二
郡
は
万
屋
が
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。

「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
記
」（
九
州
大
学
文
化
史
研
究
施
設
所
蔵
）
天
保

表５―１８ 香春藩の菜種子出来高
明治２年（１８６９）

出来高
石斗升

――
１５．０．０
２５．０．０
２４．０．０
３０．０．０

――

――
３４．２．５
２８．６．０
２２．０．０
６４．２．０
１７．４．５

――
４５．０．０
５０．０．０
２３．４．５
３４．４．０

――

――

（ ）内の数字は「御郡中諸産物書上帳」

手 永

――
久 保
黒 田
延 永
新 津

――

――
元 永
国 作
長 井
節 丸
平 島

――
安 武
椎 田
角 田
八 田

――

――

出来高
石斗升

９４．０．０

４００．０．０

１６６．５．０

１５２．８．５

１５４．０．０

９６７．３．５

（９４０．３．５）

郡

京 都

田 川

仲 津
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十
四
年
（
一
八
四

三
）
八
月
六
日
の

条
に
、
同
十
一
年

（
一
八
四
〇
）
の

仲
津
郡
の
菜
種
子

の
集
荷
・
売
却
に

関
す
る
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
稲
童
村
・
松
原
村
な
ど
、
仲
津

郡
の
う
ち
、
一
三
か
村
で
生
産
さ
れ
た
菜
種
子
は
一
八
石
八
斗
二
升
で

あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
七
斗
二
升
は
蒔
種
と
し
て
囲
い
置
き
、
三
石
は
地

元
の
板
場
職
に
よ
っ
て
手
絞
り
を
し
、
菜
種
油
に
製
品
化
し
た
。
残
り
の

菜
種
子
一
五
石
一
斗
の
う
ち
、
一
〇
石
五
斗
を
宇
島
の
万
屋
へ
売
り
渡

し
、
四
石
二
斗
を
小
倉
の
綿
屋
茂
兵
衛
へ
、
四
斗

を
行
事
村
の
飴
屋
儀
兵
衛
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
売
り
渡

し
た
。
こ
う
し
て
、
領
内
の
菜
種
子
を
買
い
集
め

う
り
さ
ば
き
か
た

た
万
屋
・
綿
屋
・
飴
屋
ら
の
菜
種
子
売
捌
方

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
船
で
、
大
坂
の
菜
種
子
問

屋
へ
菜
種
子
を
積
み
登
せ
た
の
で
あ
る
。

四

綿
実
の
生
産
と
流
通

綿
実
の
生
産

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月

の
「
御
郡
中
諸
産
物
書
上
帳

郡
政
局
」、
同
年
七
月
「
京
都
郡
諸
産
物
凡
出
来

高
書
上
帳
」、
同
「
田
川
郡
村
々
産
物
出
来
高
書
上
帳
」、
同
年
八
月
「
仲

津
郡
村
々
諸
産
物
出
来
高
書
上
帳
」、
同
「
築
城
郡
諸
産
物
書
上
帳
」、
同

「
上
毛
郡
村
々
諸
産
物
書
上
帳
」、
こ
の
六
冊
の
諸
産
物
書
上
帳
の
う

ち
、「
綿
実
」
の
出
来
高
を
抽
出
し
、
一
覧
表
に
ま
と
め
た
の
が
表
５
―

１９
で
あ
る
。

勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
の
綿
実
の
お
よ
そ
の
出
来
高
は
一
一

五
石
で
、
そ
の
う
ち
延
永
手
永
が
四
〇
石
で
一
番
多
く
、
次
に
黒
田
手
永

が
三
五
石
、
久
保
手
永
が
三
〇
石
、
そ
し
て
新
津
手
永
が
一
番
少
な
く
、

一
〇
石
で
あ
る
。
仲
津
郡
の
綿
実
の
お
よ
そ
の
出
来
高
は
、
村
高
合
計
で

は
八
〇
石
一
斗
、
手
永
高
合
計
で
は
一
〇
六
石
四
斗
、
郡
高
辻
で
は
一
〇

六
石
七
斗
で
あ
る
。
田
川
郡
の
綿
実
の
お
よ
そ
出
来
高
は
四
〇
石
。
築
城

図５―４ 油絞り職人 菜種油を絞る。油粕も肥料として重要である。『古
文書参考図録』による

図５―５ 菜種子手絞免許札
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郡
と
上
毛
郡
で
は
綿
実
は
生
産
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
香
春
藩
領
域

で
は
、
勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
域
が
綿
実
の
豊
か
な
生
産
地
帯

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

綿
実
座
と
兵

庫
積
み
登
せ

「
行
事
飴
屋
」
と
し
て
知
ら
れ
る
玉
江
家
は
三
代
彦
右

衛
門
宗
利
が
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
飴
屋
を
始

め
、
屋
号
を
「
布
袋
屋
」
か
ら
「
飴
屋
」
に
改
称
し
た
。
享
保
十
年
（
一

七
二
五
）
に
綿
実
を
買
い
集
め
る
綿
実
商
を
始
め
た
。
そ
し
て
、「
豊
前

行
事
飴
屋
記
録
」（『
福
岡
県
史
』
第
三
巻
下
冊
所
収
）
に
、

永
代
売
り
渡
し
申
す
綿
実
座
の
事

一
、
文
銀
弐
百
七
拾
目

綿
実
座
代

た
し
か

右
は
午
の
秋
牛
代
に
差
し
詰
り
、
永
代
売
り
渡
す
。
右
の
銀
只
今
慥
に
受
け
取
り
申

す
所
実
正
な
り
。
然
る
上
は
こ
の
綿
実
座
の
儀
に
付
、
村
中
は
申
す
に
及
ば
ず
諸
親

類
に
至
る
迄
、
他
の
妨
げ
毛
頭
御
座
な
く
候
。
後
日
の
た
め
の
請
人
相
立
て
加

判
証
文
件
の
如
し
。

元
文
三
年
午
ノ
九
月

実
座
売
主
行
事
村

草
野
屋
与
右
衛
門

印

草
野
屋

半
三
郎

印

同
村
方
頭

元
右
衛
門

印

右

同

八
右
衛
門

印

右
の
通
り
相
違
御
座
な
く
候
。
以
上
。

同
村
庄
屋

六
右
衛
門

印

行
事
村
彦
右
衛
門
殿

一
、
御
運
上
銀
そ
こ
元
よ
り
御
上
納
成
ら
る
べ
く
候
。
以
上
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
九
月
、
飴
屋
彦
右
衛
門
は
、

行
事
村
草
野
屋
与
右
衛
門
が
持
っ
て
い
た
京
都
郡
綿
実
座
を
文
銀
二
七
〇

目
で
買
い
受
け
た
の
で
あ
る
。

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
は
、
仲
津
郡
大
橋
村
の
苅
田
屋
清
助
が

仲
津
郡
綿
実
座
を
請
け
負
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
国
作
手
永
大
庄
屋
日

記
」
同
年
四
月
十
七
日
の
条
に
、

覚

荷

主

一
、
綿
実
百
俵

清

助

但
、
壱
石
五
斗
入

石
数
百
五
拾
石

〆

表５―１９ 香春藩の綿実出来高
明治２年（１８６９）

出来高
石斗升

――
３０．０
３５．０
４０．０
１０．０

――

――

３８．４
１７．０
（４１．３）
６．０
４．０
（６．０）
１４．７

――
０．０
０．０
０．０
０．０

――

――

手 永

――
久 保
黒 田
延 永
新 津

――

――

元 永

国 作

長 井

節 丸

平 島

――
安 武
椎 田
角 田
八 田

――

――

出来高
石

１１５．

４０．０

８０．１
（１０６．４）
（１０６．７）

０．０

０．０

２３５．１
（２６１．４）
（２６１．７）

郡

京 都

田 川

仲 津

築 城
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右
の
通
り
（
事
）

行
司
喜
兵
衛
船
に
て
兵
庫
淡
路
屋
庄
三
郎
方
へ
積
み
登
せ
申
し
候
。
依
っ

て
御
注
進
申
し
上
げ
候
。
以
上
。

（
寛
政
十
一
年
）

未

大
橋
村

四
月
十
七
日

九

平
二

右
の
通
り
申
し
出
候
間
、
御
届
申
し
上
げ
候
。
以
上
。

（
国
作
手
永
大
庄
屋
）

国
作
貞
右
衛
門

（
仲
津
郡
筋
奉
行
）

村

上

八

郎

様

と
あ
る
。
新
し
く
仲
津
郡
綿
実
座
と
な
っ
た
苅
田
屋
清
助
の
元
へ
集
荷
さ

れ
た
綿
実
の
う
ち
、
寛
政
十
一
年
四
月
十
七
日
に
は
、
一
五
〇
石
の
綿
実

が
行
事
村
の
喜
兵
衛
船
で
兵
庫
の
綿
実
問
屋
淡
路
屋
庄
三
郎
の
元
へ
回
漕

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
の
七
月
五
日
に
も
、
同
様
に
し
て
綿
実
九
〇

石
が
兵
庫
の
淡
路
屋
庄
三
郎
の
も
と
へ
積
み
登
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
四
月
、
玉
江
（
飴
屋
）
喜
兵
衛

宗
徹
は
、
苅
田
屋
清
助
か
ら
仲
津
郡
綿
実
座
を
代
銀
四
二
四
貫
文
で
買
い

取
っ
て
い
る
。「
豊
前
行
事
飴
屋
記
録
」
に
、

永
代
売
り
渡
し
証
文
の
事

一
、
仲
津
御
郡
綿
実
座

右
は
永
代
売
り
渡
し
代
銀
四
百
弐
拾
四
貫
文
、
慥
に
受
け
取
り
申
し
候
処
、
相
違
御

座
な
く
候
。
然
る
上
は
御
郡
中
村
方
他
の
妨
げ
毛
頭
御
座
な
く
候
。
万
一
不
埒
の
義

し
ゅ
っ
た
い

き
っ

と

よ

出

来
仕
り
候
節
は
、
加
判
人
罷
り
出
、
急
度
埒
明
き
申
す
べ
く
候
。
仍
っ
て
証
文
件

の
如
し
。

（
一
八
四
〇
）

天
保
十
一
子
四
月

売

主

苅
田
屋

清
助

印

受

人

潮
屋
義
右
衛
門

印

同

中
屋

与
兵
衛

印

町
庄
屋

重

右

衛

門

印

村
庄
屋

秋
元
垣
右
衛
門

印

玉
江
喜
兵
衛

殿

と
あ
る
。
更
に
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
四
月
に
は
、
行
事
村
の
飴
屋

は
、
田
川
郡
の
綿
実
座
を
香
春
町
利
右
衛
門
か
ら
一
〇
か
年
借
り
受
け
、

京
都
・
仲
津
・
田
川
三
郡
の
綿
実
座
を
独
占
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五

櫨
実
の
生
産
と
生
�
の
流
通

京
都
郡
の

櫨
実
生
産

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
の
「
御
郡
中
諸
産
物
書

上
帳

郡
政
局
」、
同
年
七
月
「
京
都
郡
諸
産
物
凡
出

来
高
書
」、
そ
し
て
田
川
郡
・
仲
津
郡
・
築
城
郡
・
上
毛
郡
の
六
冊
の
諸

産
物
書
上
帳
の
う
ち
、「
櫨
実
」
の
出
来
高
を
抽
出
し
、
一
覧
表
に
ま
と

め
た
の
が
表
５
―
２０
で
あ
る
。

は
ぜ

勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
の
櫨
実
の
お
よ
そ
出
来
高
は
四
三
万

斤
で
、
そ
の
う
ち
延
永
手
永
が
一
六
万
斤
で
一
番
多
く
、
次
に
久
保
手
永

が
一
〇
万
斤
、
新
津
手
永
が
九
万
斤
、
そ
し
て
黒
田
手
永
が
一
番
少
な

く
、
八
万
斤
で
あ
る
。
仲
津
郡
の
櫨
実
の
お
よ
そ
の
出
来
高
は
、
村
高
合

計
（
手
永
高
合
計
）
で
は
二
一
万
二
三
二
〇
斤
、
郡
辻
高
で
は
二
一
万
三

〇
二
〇
斤
で
あ
る
。
築
城
郡
の
櫨
実
の
お
よ
そ
出
来
高
は
、
一
四
万
九
五

き

ろ
う

〇
〇
斤
。
ほ
か
に
生
�
が
二
万
斤
あ
る
。
田
川
郡
の
お
よ
そ
出
来
高
は
一
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二
〇
万
斤
、
上
毛
郡
は
一
〇
万
二
〇
〇
〇
斤
で
、
香
春
藩
五
郡
の
合
計
は

二
〇
七
万
八
八
二
〇
石
、「
御
郡
中
諸
産
物
書
上
帳
」
で
は
二
〇
九
万
四

五
二
〇
斤
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
香
春
藩
領
域
で
は
、
勝
山
町
域
を
主
体
と

す
る
京
都
郡
は
田
川
郡
に
次
い
で
櫨
実
の
豊
か
な
生
産
地
帯
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

国
産
奨
励

と
専
売
制

は
ぜ櫨

は
ウ
ル
シ
科
の
落
葉
樹
で
、
実
か
ら
生
�
を
と
り
、

び
ん

灯
火
用
の
和
ロ
ウ
ソ
ク
や
鬢
付
油
の
原
料
と
し
、
樹
皮

は
染
料
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。『
大
和
本
草
』
に
は
「
其
材
作
弓
、
其
葉

秋
紅
ナ
リ
」
と
あ
り
、
原
産
地
は
琉
球
で
あ
る
。

櫨
か
ら
�
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
、
判
然
と
し

な
い
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
�
の
生
産
は
増
大
し
た
。
肥
後
藩
で
の
原

料
の
櫨
の
本
格
的
仕
立
て
は
、
十
八
世
紀
初
頭
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
薩

摩
か
ら
買
い
入
れ
た
種
子
を
播
種
し
、
堤
防
や
荒
蕪
地
に
移
植
し
た
。
西

南
諸
藩
の
多
く
は
、
�
の
専
売
制
を
採
用
し
、
蔵
物
と
し
て
大
坂
や
江
戸

市
場
に
移
出
し
た
。

こ
う
ぞ

小
倉
藩
は
、
領
内
で
生
産
さ
れ
る
櫨
実
・
菜
種
子
・
楮
な
ど
の
農
産

物
や
生
�
・
菜
種
油
な
ど
の
加
工
商
品
を
専
売
化
し
、
国
産
奨
励
を
推
進

し
た
。

い
ぬ
か
い
ひ
ょ
う

ご

と
も
ひ
ろ

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）、
勝
手
方
引
請
家
老
犬
甘
兵
庫
知
寛
は
、
藩

財
政
再
建
の
た
め
、「
御
建
替
仕
法
」
を
発
し
、
年
貢
増
徴
と
農
村
商
品

作
物
の
奨
励
を
行
っ
た
。
本
百
姓
の
出
夫
や
諸
掛
か
り
も
の
を
高
割
り
か

ら
軒
割
り
に
改
め
、
無
高
・
遊
民
・
職
人
・
商
人
に
ま
で
こ
れ
ら
を
賦
課

し
た
。
小
作
人
に
増
作
を
奨
励
し
、
職
人
・
商
人
・
医
師
・
後
家
に
も
耕

作
を
義
務
づ
け
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
も
の
は
免
許
札
を
取
り
上
げ
た
。
殖

産
興
業
と
し
て
櫨
の
栽
培
を
指
導
し
、
奨
励
し
た
（『
北
九
州
の
歴
史
』）。

こ
れ
ら
の
諸
策
で
、
窮
乏
化
し
た
藩
財
政
は
立
ち
直
り
、
藩
庫
は
充
実
し

か

こ
く

た
が
、
苛
酷
な
年
貢
増
徴
で
農
村
は
疲
弊
し
た
。

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）、
藩
は
、
田
川
郡
赤
池
村
に
国
産
会
所
を
新

設
し
、
生
�
・
楮
・
鶏
卵
な
ど
一
三
品
目
を
指
定
し
て
集
荷
・
販
売
し

た
。
こ
の
国
産
仕
組
で
は
、
米
穀
と
生
�
が
主
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
集

荷
さ
れ
た
産
物
は
大
坂
を
中
心
に
販
売
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
国
産
仕
組
は
、
藩
札
の
下
落
で
失
敗
し
、
天
保
四
年
（
一

か
い
ま
い

八
三
三
）
買
米
を
中
心
と
し
た
国
産
方
仕
法
が
開
始
さ
れ
、
翌
年
に
国
産

表５―２０ 香春藩の櫨実出来高
明治２年（１８６９）

出来高
斤

――
１００，０００．
８０，０００．
１６０，０００．
９０，０００．

――

――

４２，０２０．
２７，３００．
３８，０００．
８９，０００．
１６，０００．

――
７５，５００．
３５，０００．
２０，８００．
１８，２００．

――

――

（ ）内の数字は「御郡中諸産物書上帳」

手 永

――
久 保
黒 田
延 永
新 津

――

――

元 永
国 作
長 井
節 丸
平 島

――
安 武
椎 田
角 田
八 田

――

――

出来高
斤

４３０，０００．

１，２００，０００．

２１２，３２０．
（２１３，０２０．）

１４９，５００．

１０２，０００．

２，０７８，８２０．
（２，０９４，５２０．）

郡

京 都

田 川

仲 津

築 城

上 毛

計
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方
役
所
が
設
置
さ
れ
た
。
同
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
、
領
内
の
余
剰
米

を
買
い
上
げ
る
米
切
手
を
発
行
し
、
産
物
買
集
所
を
企
救
郡
田
野
浦
と
上

毛
郡
宇
島
に
設
け
た
。

同
十
年
（
一
八
三
九
）
に
は
、
こ
の
国
産
方
仕
法
を
中
止
し
、
生
�
方

会
所
を
設
置
し
た
。
郡
中
生
�
方
の
係
の
ほ
か
に
、
江
戸
廻
生
�
御
会
所

御
用
掛
と
し
て
仲
津
郡
大
橋
村
の
商
人
柏
木
勘
七
を
任
命
、
更
に
諸
産
物

田
野
浦
引
請
世
話
方
と
し
て
京
都
郡
行
事
村
の
飴
屋
（
玉
江
）
喜
兵
衛
と

万
屋
（
亀
安
）
助
九
郎
を
任
命
し
た
。
藩
は
、
こ
の
よ
う
に
、
柏
木
・
飴

屋
・
万
屋
ら
豪
商
を
会
所
仕
法
の
世
話
人
に
登
用
し
、
徳
人
依
存
体
制
の

殖
産
興
業
政
策
を
推
進
し
て
い
っ
た
。

こ
の
会
所
仕
法
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
中
止
さ
れ
、
そ
の
後
、

つ
ら
と
も

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）、
勝
手
方
引
請
家
老
島
村
志
津
摩
貫
倫
は
、
小

倉
織
・
製
薬
・
金
山
・
石
炭
な
ど
の
生
産
を
奨
励
し
、
商
品
作
物
の
開
発

と
藩
専
売
制
を
実
施
し
た
。

小
倉
・
行
事
・
宇
島
の
三
か
所
に
会
所
を
設
置
し
、
田
川
郡
と
築
上
郡

に
そ
れ
ぞ
れ
一
か
所
取
扱
所
を
設
け
て
、
領
内
の
米
穀
と
諸
産
物
を
集
荷

し
、
藩
は
こ
れ
ら
を
独
占
的
に
販
売
し
た
。

櫨
実
の
値
段
は
、
大
坂
相
場
を
基
準
に
、
毎
年
十
二
月
中
旬
に
決
ま

り
、
生
�
は
大
坂
と
下
関
へ
回
漕
し
、
販
売
さ
れ
た
。

六

諸
産
物
の
生
産
と
商
人
札

京
都
郡
の

特

産

物

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
七
月
「
京
都
郡
諸
産
物
凡
出

来
高
書
上
帳
」
の
内
容
を
一
覧
表
に
ま
と
め
た
の
が
表

５
―
２１
「
京
都
郡
の
諸
産
物
」
で
あ
り
、
京
都
・
田
川
・
仲
津
・
築
城
・

上
毛
の
五
郡
の
諸

産
物
出
来
高
書
上

帳
の
内
容
を
ま
と

め
た
も
の
が
表
５

―
２２
「
香
春
藩
の

諸
産
物
」
で
あ

る
。こ

れ
に
よ
る

と
、
香
春
藩
五
郡

の
産
物
出
来
高

で
、
勝
山
町
域
を

主
体
と
す
る
京
都

郡
が
一
番
多
い
の

は
、
綿
実
（
一
一

五
石
）・
白
保
紙

（
一
一
七
〇
貫

こ
う
ぞ

目
）・
楮

皮
（
一

万
四
二
〇
〇
斤
）

表５―２１ 京都郡の諸産物 明治２年（１８６９）

京 都 郡

４３０，０００斤

４５石

１８石

９４石

１１５石

４５，０００

１，１７０貫目

１４，２００斤

２００斤

４００貫目

３，７５０石

「京都郡諸産物凡出来高書上帳」

新 津

９０，０００斤

３石

３０石

１０石

１０，０００

６０斤

３，７５０石

延 永

１６０，０００斤

４石

５石

２４石

４０石

１０，０００

２０貫目

１，０００斤

３０斤

黒 田

８０，０００斤

４０石

８石

２５石

３５石

１３，０００

１，０５０貫目

１３，０００斤

９０斤

４００貫目

久 保

１００，０００斤

１石

２石

１５石

３０石

１２，０００

１００貫目

２００斤

２０斤

手永
産物

櫨 実

�
半 夏

菜 種 子

綿 実

鶏 卵

白 保

楮 皮

荒 蜜

中 折

塩
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表５―２２ 香春藩の諸産物 明治２年（１８６９）

５郡合計

２，０９４，５２０斤

３５６石

２２１石８斗

９６７石３斗５升

２６１石７斗

５４８，３００

１，３７２貫目

１７，５９０斤と
２，０００把

７，３１０斤

４００貫目

４，３２０石

１，６２０貫目

３９４，５００枚

３９６石５斗

３０貫目

５５石

１６３貫目

５００斤

３０石

２石と７００斤

３４５貫目

７０貫目

５０貫目

２１０貫目

１２，０００俵

４６０貫目

１３，５００束

３斗

１３貫目

２，０００斤

５０貫目

２０，０００斤

２，５００枚

２８，０００俵

５０反

２２貫目

２，５００足

５５石

５０，０００枚

１貫６００目

３０，０００貫目

４００束

１，０００俵

「御郡中諸産物書上帳」・「京都郡諸産物凡出来高書上帳」・「田川郡村々産物出来高書上帳」・「仲津郡
村々諸産物出来高書上帳」・「築城郡諸産物書上帳」・「上毛郡村々諸産物書上帳」

上 毛

１０２，０００斤

１５０石

１５４石

３２貫目

２９０斤

１００石

３１０，０００枚

１５石

３，０００俵

３０，０００貫目

４００束

１，０００俵

築 城

１４９，５００斤

１５２石８斗５升

１９，６００

４７０石

３，０００枚

１２石５斗

２０，０００斤

２，５００枚

２５，０００俵

５０反

２２貫目

２，５００足

５５石

５０，０００枚

１貫６００目

仲 津

２１３，０２０斤

６１石

３石８斗

１６６石５斗

１０６石７斗

８３，７００

１７０貫目

３，１００斤

１，１１０斤

４２０貫目

２１，５００枚

２６９石

２２石

１４３貫目

２石

３４５貫目

７０貫目

５０貫目

２１０貫目

１２，０００俵

４６０貫目

１３，５００束

３斗

１３貫目

２，０００斤

５０貫目

田 川

１，２００，０００斤

２５０石

５０石

４００石

４０石

４００，０００

２，０００把

６，０００斤

１，２００貫目

６０，０００枚

１００石

３０貫目

３０石

２０貫目

５００斤

３０石

７００斤

京 都

４３０，０００斤

４５石

１８石

９４石

１１５石

４５，０００

１，１７０貫目

１４，２００斤

２００斤

４００貫目

３，７５０石

郡
産物

櫨 実

�
半 夏

菜 種 子

綿 実

鶏 卵

白 保 紙

楮 皮

荒 蜜

中 折

塩

竹 皮

棕 櫚 皮

茶

し つ ら

蕨 せ ん

茯 芬

山 薬

荏 子

椎 茸

栲

紫 蕨

木 ぶ し

苧

炭

山 芋

牛 房

木くらげ

細 辛

蒟 蒻 玉

�かづら
生 �
鍬 風 呂

石 釜 炭

布

苧 綛

引割下駄

蛎 灰

瓦

昆布海苔

白 土

蕨 繩

鍛 冶 炭
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・
中
折
紙
（
四
〇
〇
貫
目
）・
塩
（
三
七
五
〇
石
）
の
五
品
目
で
あ
る
。
櫨

実
の
出
来
高
は
、
田
川
郡
の
一
二
〇
万
斤
に
次
い
で
多
く
、
四
三
万
斤
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
六
品
目
は
、
京
都
郡
の
特
産
物
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。六

つ
の
特
産
品
の
う
ち
、
綿
実
は
延
永
手
永
が
一
番
多
く
、
四
〇
石
、

白
保
紙
は
黒
田
手
永
の
一
〇
五
〇
貫
目
、
楮
皮
は
黒
田
手
永
の
一
万
三
〇

〇
〇
斤
、
中
折
紙
は
黒
田
手
永
の
四
〇
〇
貫
目
、
塩
は
新
津
手
永
の
三
七

五
〇
石
、
櫨
実
は
延
永
手
永
の
一
六
万
斤
が
そ
れ
ぞ
れ
一
番
多
い
。

職
人
・
商
人

と
免
許
札

幕
府
や
領
主
は
、
商
業
・
工
業
・
漁
業
そ
の
他
の
生
業

に
従
事
す
る
個
人
や
株
仲
間
・
座
に
特
権
的
保
護
な
い

し
利
権
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
経
済
活
動
を
統
制
し
、
反
対
給
付
と

し
て
免
許
税
や
営
業
税
に
当
た
る
冥
加
銀
あ
る
い
は
運
上
銀
を
上
納
さ
せ

た
。

あ
か

小
笠
原
小
倉
藩
で
も
、
職
人
や
商
人
に
、
そ
の
営
業
権
を
公
認
し
た
証

し
と
し
て
免
許
札
を
発
行
し
た
（
図
５
―
６
参
照
）。
当
藩
で
は
、
こ
の

め
ん
さ
つ

ふ
だ

免
許
札
の
こ
と
を
「
免
札
」・「
札
」・「
商
人
札
」・「
商
札
」・「
棒
札
」
な

ど
と
呼
ん
で
い
た
。

免
許
札
は
、
そ
の
身
一
代
限
り
の
営
業
権
を
保
証
す
る
も
の
で
、
他
人

へ
譲
渡
し
た
り
、
貸
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
無
札
の
も

の
は
商
売
が
で
き
な
か
っ
た
。

次
の
史
料
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
七
月
に
、
国
作
手
永
大
橋
町

良
助
ら
五
人
が
商
売
や
樋
屋
職
の
免
許
札
を
藩
へ
申
請
し
た
と
き
の
「
奉

願
覚
」（「
国
作
手
永
大
庄
屋
日
記
」）
で
あ
る
。

奉
願
覚

願
主
大
橋
町

一
、
商
棒
札
壱
枚

良

助
判

但
、
歳
三
拾
六
、
大
男
、
長
面

同

一
、
同

壱
枚

伴

吉
同

但
、
歳
弐
拾
八
、
小
男
、
丸
面

同

一
、
同

壱
枚

太
兵
衛
同

但
、
歳
三
拾
五
、
勢
中
、
角
面

同

一
、
同

壱
枚

彦
次
郎
同

但
、
歳
弐
拾
八
、
大
男
、
長
面

同

一
、
樋
屋
職
札
壱
枚

與

助
同

但
、
歳
弐
拾
四
、
小
男
、
長
面

〆
右
の
者
共
、
こ
の
た
び
棒
商
・
樋
屋
職
仕
、
右
余
力
を
以
っ
て
御
作
方
仕
込
に
仕
り

度
き
段
願
い
出
申
し
候
。
何
卒
御
慈
悲
の
上
を
以
っ
て
願
の
通
り
御
免
仰
せ
付
け
ら

れ
下
し
置
か
れ
候
は
ば
、
有
り
難
く
存
じ
奉
り
候
。
仍
っ
て
願
書
差
し
出
し
申
し
候
。

以
上
。
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卯
七
月

同
村
庄
屋

勘

七
判

同

傳

蔵
同

右
の
通
り
願
い
出
申
し
候
に
付
、
則
願
書
差
し
上
げ
申
し
候
。
以
上
。

（
国
作
手
永
大
庄
屋
）

森

貞
右
衛
門

（
仲
津
郡
筋
奉
行
）

大
村
藤
兵
衛
様

か

ふ

藩
の
勘
定
所
は
、
申
請
内
容
を
検
討
の
う
え
、
免
許
札
を
下
付
し
た
。

次
の
史
料
は
、
別
件
で
あ
る
が
、
免
許
札
が
下
付
さ
れ
た
と
き
の
も
の
で

あ
る
。「
国
作
手
永
大
庄
屋
日
記
」
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
九
月
十
八

日
の
条
に
、

大
橋
村
願
主

一
、
鍛
冶
屋
札
壱
枚

金

蔵

同
村
右
同

一
、
板
場
札

太

助

〆

右
五
月
に
願
い
出
、
九
月
に
御
免
札
相
渡
る
。
九
月
十
五
日
、
町
庄
屋
傳
蔵
え

相
渡
す
。

と
あ
る
。

免
許
札
を
交
付
さ
れ
、
職
人
あ
る
い
は
商
人
に
な
る
と
、
そ
の
職
種
に

対
し
て
決
め
ら
れ
た
法
定
の
運
上
銀
を
藩
庫
に
納
入
す
る
義
務
が
課
せ
ら

れ
た
。
表
５
―
２３
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
免
許
札
の
種
類
と
運

上
銀
を
表
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
板
場
札

を
交
付
さ
れ
た
職
人
は
、

年
間
四
三
匁
、
鍛
冶
屋
札

は
一
〇
匁
、
綿
実
座
札
は

四
三
匁
、
白
保
紙
漉
札
は

八
匁
六
分
、
楮
皮
仲
買
札

は
八
匁
六
分
、
菜
種
子
手

絞
札
は
一
五
匁
を
、
大
店

商
札
を
交
付
さ
れ
た
商
人

は
四
三
匁
、
塩
商
札
は
二

五
匁
の
運
上
銀
を
、
そ
れ

ぞ
れ
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

座
と
株
仲
間

小
倉
藩

に
は
、

「
株
仲
間
」
の
ほ
か
に
、

菜
種
子
座
や
綿
実
座
・
綿

実
買
集
座
・
炭
材
木
座
・

牛
馬
皮
買
座
な
ど
の

「
座
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
座
の
う
ち
で
、
最
も

図５―６ 免許札―質屋免許札・投網札―
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表
５
―
２３

小
笠
原
小
倉
藩
の
諸
免
許
札

免

許

札

運
上
銀

免

許

札

運
上
銀

大

店

商

四
三

摺

臼

造

り

一
〇

中

店

商

二
〇

鬢

附

手

製

八
・
六

小

店

商

一
五

焼

麸

手

製

四
・
三

蜜

商

四
三

石

灰

焼

二
〇

魚

商

三

杓

子

二
・
五

鍛

冶

一
〇

茶

手

製

八
・
六

猪

口

酒

一
二

諸

商

人

宿

八
・
六

水

車

屋

四
三

魚

一

桶

屋

一
〇

揚

酒

場

四
三

瓦

焼

三
〇

醤

油

手

造

商

四
三

酢

手

造

四
三

板

場

四
三

綿

実

手

絞

一
五

合

薬

四
三

塩

商

二
五

雑

菓

子

二
四

蠣

灰

焼

二
一
・
五

紺

屋

一
〇

線

香

手

製

一
〇

質

屋

御
礼
銀

素

麺

手

製

四
・
三

紙

漉

一
五

土

人

形

手

製

四
・
三

大
工
道
具
鉄
物
商

一
〇

古

手

商

三
五

魚

問

屋

四
三

塗

物

細

工

二
一
・
五

商

棒

宿

町

一
〇

稲

扱

四
三

同

田

舎

二
〇

鋳

掛

一
〇

室

屋

宿

町

一
〇

薬

商

四
三

同

田

舎

二
〇

櫛

細

工

四
・
三

藍

問

屋

二
〇

焼

物

荷

商

四
・
三

櫨

実

仲

買

八
・
六

油

店

売

八
・
六

鋤

鎌

商

五

鋳

物

師

四
三

引

割

下

駄

四
・
三

塩

焼

〇
・
五

入

船

問

屋

銀
一
枚

肥

し

物

商

八
・
六

綿

替

木

綿

商

一
五

�

物

細

工

八

綿

打

〇
・
五

焚

炭

商

一
五

田

舎

店

八
・
五

綿

実

商

銀
一
枚

附

木

二
・
五

荒

�

仲

買

八
・
六

目

薬

四
・
三

楮

皮

仲

買

八
・
六

竹

ノ

皮

笠

商

四
・
三

煙

管

張

四
・
三

菜

種

子

手

絞

一
五

煙

草

切

商

四
・
三

白

保

紙

漉

八
・
六

犬

ケ

嶽

薪

馬

五

血

道

振

薬

三
〇

同

歩

行

三

鉄

鋼

商

一
〇

轆

櫨

細

工

二
一
・
五

�

燭

掛

商

四
・
三

綿

実

繰

商

一
〇

薪

鍬

風

呂

二
・
五

材

木

問

屋

二
〇

竹

細

工

商

四
・
三

鍋

釜

商

三
〇

産

物

仲

買

一
五

小

米

商

三
〇

唐

芋

四
・
三

鉄

物

細

工

一
五

�

一
〇

醤

油

荷

売

七

竹

木

商

二
〇

瀬

戸

物

商

一
五

膏

薬

八
・
六

草

木

実

手

絞

四
三

油

積

入

四
三

醤

油

荷

商

七

雑

魚

一

綿

実

座

四
三

笠

二
・
五

材

木

商

二
〇

反

古

買

一
〇

「
国
作
手
永
大
庄
屋
日
記
」
に
よ
る
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発
達
し
て
い
た
座
が
油
座
で
、
種
油
・
鯨
油
・
胡
麻
油
・
白
胡
麻
油
な
ど

の
油
種
に
よ
っ
て
卸
売
・
受
売
・
小
売
な
ど
の
分
化
が
み
ら
れ
る
。

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）、
幕
府
の
株
仲
間
解
散
令
に
対
し
、
外
様

藩
は
そ
の
ま
ま
株
仲
間
を
存
続
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
譜
代
藩
で

あ
る
小
笠
原
小
倉
藩
は
、
座
も
株
仲
間
も
同
じ
よ
う
に
名
目
上
廃
止
し

た
。
そ
の
後
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
株
仲
間
再
興
令
で
、
小
倉
藩

の
座
も
株
仲
間
も
復
活
し
た
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
明
治
新
政

府
の
株
仲
間
解
散
令
で
、
つ
い
に
豊
津
藩
の
座
は
株
仲
間
と
と
も
に
消
滅

し
た
。七

林

業
（
林
業
生
産
と
山
林
政
策
）

林
業
の
生
産

勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
の
山
鑑
（
山
林
の
書

上
げ
帳
）
に
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
「
京
都

郡
黒
田
手
永
御
山
鑑
」（
豊
津
高
校
小
笠
原
文
庫
所
蔵
）
が
あ
る
。
そ
の
一

部
を
次
に
紹
介
す
る
と
、

上
黒
田
村

廣
谷

一
、
上
り
山
壱
反

但
、
小
松
下
々

裏
山

一
、
同
弐
町

但
、
右
同
断
下
々

大
田
尾

一
、
仕
立
山
三
反

但
、
松
木
下

儀

三

郎

同
所

一
、
同
四
反

但
、
小
松
下
々

五

郎

八

同
所

一
、
四
反
五
畝

但
、
右
同
断
下
々

安

勝

寺

（
中
略
）

往
還

一
、
仕
立
薮
壱
畝
拾
歩

但
、
柄
竹
中

幸

八

郎

園
田

一
、
同
壱
畝
四
歩

但
、
雑
木
下

清

助

新
屋
敷

一
、
受
薮
壱
畝
弐
拾
歩

貞
右
衛
門

拾
五
歩

松
木
上

内
壱
畝
弐
拾
三
歩

雑
木
下

（
中
略
）

弘
化
三
午
年
御
留
木

居
屋
敷
内

一
、
楠
木
壱
本

但
、
五
尺
廻

五

郎

八

寺
内

一
、
松
木
壱
本

但
、
八
尺
廻
り

妙

覚

寺

右
の
寄

一
、
上
り
山
弐
町
壱
反

一
、
仕
立
山
七
町
六
反
五
畝
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一
、
仕
立
薮
弐
畝
拾
四
歩

一
、
受
薮
七
反
拾
三
歩

一
、
御
留
木
弐
本

弘
化
三
午
年
御
留
木

〆右
は
当
午
歳
御
山
式
・
薮
式
な
ら
び
に
御
留
木
御
改
仰
せ
付
け
ら
れ
候
に
付
、
御
山

式
・
薮
式
共
に
当
毛
上
立
込
み
次
第
を
以
て
上
・
中
・
下
相
極
め
、
又
御
留
木
廻
り

尺
相
違
な
く
相
改
め
、
帳
面
指
し
上
げ
申
し
候
。
以
上
。庄

屋

弘
化
三
午
年
五
月

久

治

郎

□印

と
あ
る
。
黒
田
手
永
の
惣
庄
屋
の
居
住
村
黒
田
村
は
、
寛
永
年
間
（
一
六

二
四
〜
四
四
）
に
上
黒
田
・
下
黒
田
の
二
村
に
分
立
し
、
更
に
元
文
年
間

（
一
七
三
六
〜
四
一
）
に
中
黒
田
村
が
分
か
れ
て
い
る
（『
京
都
郡
誌
』）。

黒
田
村
の
西
部
は
観
音
山
か
ら
続
く
山
地
が
あ
り
、
東
部
は
低
丘
陵
地
及

び
平
野
部
で
あ
る
。
前
述
の
「
山
鑑
」
に
は
、
上
黒
田
村
の
山
林
と
し
て

上
り
山
・
仕
立
山
・
仕
立
薮
・
受
薮
・
御
留
木
が
散
見
さ
れ
る
。

表
５
―
２４
は
、
京
都
郡
の
黒
田
・
久
保
・
延
永
・
新
津
の
四
手
永
の
山

鑑
を
も
と
に
、
京
都
郡
の
林
業
生
産
の
実
態
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
勝
山
町
域
を
主
体
と
す
る
京
都
郡
は
豊
か
な
山
林
地
帯

で
あ
っ
た
。
な
お
、
延
永
手
永
に
は
、
表
５
―
２４
の
記
載
内
容
以
外
に
四

つ
高
山
六
町
五
反
、
古
宮
床
一
か
所
、
野
山
仕
立
二
町
七
反
六
畝
、
田
地

御
山
式
二
反
二
〇
歩
、
古
島
式
五
反
三
畝
一
一
歩
半
、
新
津
手
永
に
は
並

松
一
か
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
山
鑑
」
に
散
見
さ
れ
る
。

山
林
の
種
類

山
林
の
種
類
は
、
大
別
す
る
と
、
公
有
林
（
領
主
林
・

藩
有
林
・
官
有
林
）
と
私
有
林
（
民
有
林
）
と
に
区
別

さ
れ
る
。
近
世
小
倉
藩
（
香
春
藩
・
豊
津
藩
）
の
山
林
の
種
類
は
、
次
の

五
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

細
川
氏
及
び
小
笠
原
氏
初
期
の
小
倉
藩
で
は
、
山
林
は
す
べ
て
藩

有
林
で
あ
っ
た
。

表
５
―
２４

京
都
郡
の
山
林
生
産

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月

山
林
種
類

手
永

上
り
山

仕
立
山

宮
山

寺
山

上
り
薮

仕
立
薮

請
薮

宮
薮

山
成
畠

薮
成
畠

森

野
山
式

御
留
木

黒

田

町

反

畝

歩

��・
�・
�・
�

町

反

畝

歩

�
・
・
�・


町

反

畝

歩


・
�・
�・


町

反

畝

歩

―
―
―

町

反

畝

歩

��・
�・
�・
�

町

反

畝

歩


・
�・
・
�

町

反

畝

歩

�・
・
�・
�半

町

反

畝

歩

―
―
―

町

反

畝

歩

・
	・
	・
��

町

反

畝

歩

・
・
�・
��

ケ
所

��

ケ
所

��

本




久

保

��・
�・
�・


�・
	・

・


―
―
―

・
�・
・


	・
	・
�・


・
	・

・
��
�・
�・
�・
��

・
・
�・


�・
・
�・
��半
・
・
�・
�半

�

�

�


延

永

��・

・
�・
�
�
・
�・
�・
�

―
―
―

―
―
―

�・
・
・


―
―
―

�・

・
�・
��

�・
�・
�・


―
―
―

―
―
―

��


	

��

新

津

���・
�・
�・
�

�
・
�・
�・
�


・
�・
�・
��

・
・
�・


�・
�・
�・
�	

・

・

・

�・
�・
�・
�
半

―
―
―


・

・
	・
�	半

―
―
―

―

―

�

��

合

計


�・
・
�・
�
���・
�・
�・
��

�・
�・
	・
��

・
�・
�・



�・
�・
�・
�	

�・
�・
�・
��
��・

・
�・
��

�・
�・
�・

�・
�・
�・
��
・
�・

・
��半

��

���

��


「
京
都
郡
黒
田
手
永
御
山
鑑
」・「
京
都
郡
久
保
手
永
御
山
鑑
」・「
京
都
郡
延
永
手
永
御
山
鑑
」・「
京
都
郡
新
津
手
永
御
山
鑑
」
に
よ
る
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あ
が

�

天
和
年
間
（
一
六
八
一
〜
八
四
）
は
、
上
り
山
（
藩
有
林
）
と
社

し

た
て
や
ま

寺
山
（
宮
山
と
寺
山
）・
仕
立
山
（
民
有
林
）
の
三
種
類
で
あ
っ

た
（
天
和
三
年
十
二
月
「
長
井
手
永
山
鑑
寄
帳
」）（
表
５
―
２４
参

照
）。

う
け
や
ま

�

元
禄
年
間
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）
は
、
上
り
山
・
請
山
（
藩

有
林
を
領
民
に
貸
与
、
預
り
山
）
と
仕
立
山
の
三
種
類
で
あ
っ

た
。
郡
代
宿
久
善
左
衛
門
の
と
き
、
山
林
法
を
制
定
し
、
反
別
調

査
を
実
施
し
た
（『
旧
租
要
略
』）。

 

幕
末
期
は
、
官
山
・
上
り
山
・
拝
領
山
（
中
老
以
上
の
大
身
に
知

行
地
と
と
も
に
給
与
）
と
社
寺
山
（
民
有
林
）・
仕
立
山
（
同
）・

野
山
（
同
）
の
六
種
類
で
あ
っ
た
（『
小
倉
藩
政
時
状
記
』）。

!

明
治
維
新
期
は
、
官
林
（
御
林
・
野
原
式
）
と
私
有
林
で
あ
っ

た
。

山
林
管
理
と

山
方
運
上
銀

領
主
林
の
保
護
・
管
理
並
び
に
民
有
林
の
所
管
は
、
山

奉
行
・
口
屋
番
・
山
ノ
口
で
あ
っ
た
。
山
奉
行
は
、
主

と
し
て
林
務
に
専
任
し
、
口
屋
番
と
在
村
の
山
ノ
口
が
官
林
の
保
護
、
伐

材
・
植
林
管
理
を
担
当
し
た
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
時
点
の
山
奉
行

は
、
企
救
郡
が
細
井
彦
兵
衛
（
格
式
小
姓
組
、
三
〇
石
五
人
扶
持
）
、
京
都
・

仲
津
郡
が
田
中
作
左
衛
門
（
同
）、
築
城
・
上
毛
郡
が
下
条
藤
左
衛
門
で

あ
っ
た
。
京
都
・
仲
津
郡
の
山
奉
行
役
宅
は
、
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）

に
し
き
ば
る

時
点
は
平
嶋
手
永
の
道
場
寺
村
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
錦
原
に
役
宅

が
移
さ
れ
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
時
点
で
は
、
馬
場
庄
助
が
錦
原

本
陣
を
役
宅
に
代
用
し
て
い
る
。

き
り
ま
い

口
屋
番
は
、
苗
字
・
帯
刀
を
許
さ
れ
、
切
米
七
〜
八
石
を
与
え
ら
れ
、

一
山
に
二
人
ず
つ
配
備
さ
れ
た
。
山
ノ
口
は
、
四
〜
六
斗
の
給
米
を
受

け
、
一
山
に
十
数
人
配
置
さ
れ
た
。

小
物
成
と
し
て
山
林
に
か
か
る
税
に
は
、
請
山
運
上
・
炭
竈
運
上
の
ほ

か
に
、
表
５
―
２５
の
よ
う
な
免
許
札
に
対
す
る
山
方
運
上
銀
が
あ
っ
た
。

領
民
は
、
薪
を
入
手
す
る
た
め
に
「
馬
札
」
あ
る
い
は
「
歩
行
札
」
と

い
う
二
種
類
の
薪
採
取
鑑
札
を
下
付
し
て
も
ら
っ
た
代
償
と
し
て
、
藩
へ

薪
札
運
上
銀
を
上
納
し
た
。
元
文
年
中
（
一
七
三
六
〜
四
一
）
以
降
、
表

５
―
２６
の
運
上
銀
を
定
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（『
豊
前
旧
租
要
略
』）。

山

方

定

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）、
小
倉
藩
は
「
山
方
定
」

を
発
し
、
山
林
の
保
護
と
管
理
を
企
図
し
た
が
、
一
〇

〇
年
後
の
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
も
、
次
の
よ
う
な
山
方
「
定
」
を

出
し
て
い
る
。

表５―２６ 小倉藩の薪札銀

薪 札 銀
貫 匁分厘
１．４３９．５．０

１．１３０．０．０

４９６．８．８

５０３．０．０

５２２．０．０

１．７１５．０．０

５．８０６．３．８

郡 名

企 救

田 川

京 都

仲 津

築 城

上 毛

合 計

表５―２５ 免許札と山方運上
銀

山 方 運 上 銀
鑑札１枚につき

匁 分
銀 １０．０

３．０

６．０

１．５

２．０

１．７

１０．０

６．０

３．０

免 許 札

踏 炭

鍛 冶 炭

灰

松 根

松 枝

落 木

鍬 風 呂

杓 子

箕
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定

一
、
上
り
山
下
方
よ
り
願
に
て
式
銀
上
納
、
銘
々
仕
立
山
に
差
し
遣
わ
し
候
も
相
成

ら
ざ
る
事
。

一
、
上
り
山
と
仕
立
山
式
替
相
成
ら
ず
候
事
。

よ
ん
ど
こ
ろ

但
、
右
両
条

拠

無
き
趣
意
こ
れ
あ
り
候
は
ば
、
申
し
出
る
べ
し
。
評
儀

の
上
、
差
図
致
す
べ
き
事
。

一
、
野
山
式
の
分
仕
立
山
に
願
い
出
候
は
ば
、
詮
儀
の
上
、
差
し
免
す
べ
き
事
。

一
、
御
植
付
の
諸
木
御
用
材
に
伐
り
取
り
、
又
は
御
払
い
等
の
事
。

一
、
御
帳
面
付
の
御
用
木
伐
り
取
り
、
又
は
御
払
い
の
事
。

右
の
条
々
こ
れ
あ
り
候
節
は
、
評
決
の
上
、
御
山
鑑
・
手
永
鑑
・
村
鑑
等
、
三
帳
面

に
引
き
合
せ
、
山
奉
行
押
切
判
い
た
し
、
相
渡
さ
る
べ
く
候
。
尤
御
山
式
替
の
節
は

勿
論
役
所
調
印
を
も
致
す
べ
き
旨
申
し
達
し
候
。
後
年
に
至
、
若
不
分
明
次
第
も
こ

れ
あ
り
候
て
は
役
々
の
本
意
を
失
い
候
義
に
付
、
下
方
に
て
も
こ
の
旨
相
心
得
、
定

お
ち

ど

法
の
通
り
越
度
こ
れ
な
き
様
念
入
る
べ
き
旨
申
し
達
せ
ら
る
べ
く
候
。
以
上
。

（
天
保
二
年
）

卯
八
月

筧

宇
兵
衛

山
奉
行
中
宛

上
り
山
（
藩
有
林
）
を
仕
立
山
（
民
有
林
）
に
式
替
す
る
こ
と
を
禁
じ
、

野
山
式
を
仕
立
山
に
式
替
す
る
こ
と
は
詮
議
の
う
え
、
許
可
す
る
と
し

た
。
そ
し
て
、
上
り
山
で
の
請
木
伐
採
は
、
山
奉
行
の
許
可
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
。

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
に
も
「
山
方
触
書
」
を
発
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
享
保
十
五
年
の
「
山
方
定
」
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
触
で
は
、
野
山
へ
の
植
林
を
奨
励
し
、
上
り
山
で
の
請
木
伐
採
に
つ
い

て
は
、
伐
採
後
の
植
林
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
一
条
に
、
次

の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。

一
、
四
つ
高
松
植
付
場
所
の
儀
は
、
そ
の
筋
よ
り
差
図
受
く
べ
く
候
。
尤
冬
内
に
詮

義
遂
げ
、
或
は
畝
数
、
松
の
員
類
、
植
付
夫
共
に
受
書
差
し
出
し
申
す
べ
き
事
。

嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
二
月
、
小
倉
藩
は
、
四
つ
高
松
（
高
一
〇
〇

あ
き

ち

石
に
つ
き
松
の
苗
一
〇
〇
本
ず
つ
を
そ
の
村
の
空
地
に
、
農
家
が
暇
な
正
月

に
植
林
さ
せ
た
）
を
村
々
に
植
え
付
け
る
よ
う
に
奨
励
し
た
。
植
林
の
木

の
種
類
は
、
ど
ん
な
木
で
も
よ
い
が
、
柳
の
木
の
場
合
は
差
し
木
し
て
植

え
付
け
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
（「
長
井
手
永
大
庄
屋
日
記
」）。
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